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参考１
支援費制度に係る条例、規則等において定める主な事項について

支援費制度の施行に当たり、支給決定等の手続き等に関し市町村において規則等を定める際の参考とするため、既に都
道府県、市町村等が作成している規則（案）等に基づき、整理したもの。

１ 条例において定める事項

過料に関する事項（身障法第４８条の２、知障法第３２条、児福法６２条の３）

・・・市町村が受給者証の提出命令又は返還命令に応じない者に対し過料を科す場合は、条例で定めなければならな
い。

２ 規則等において定める事項（身体障害者福祉法に基づく規則等の場合）

（１）市町村長が定める支援費基準

主 な 事 項 規定内容（規定ぶりのイメージ）

（ （ 。 「 」 。））指定居宅支援に係る支援費基準 指定居宅支援 身体障害者福祉法 昭和２４年法律第２８３号 以下 法 という
第１７条の４第１項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ ）に要する費用の額。
について同条第２項第１号の規定により○○長が定める基準は、別表第○に掲げると
おりとする。

基準該当居宅支援（法第１７条の６第１項に規定する基準該当居宅支援をいう。以基準該当居宅支援に係る支援費
下同じ ）に要する費用の額について、同条第２項により準用する法第１７条の４第基準 。
２項第１号に規定する○○長が定める基準は、別表第○に掲げるとおりとする。

指定施設支援（法第１７条の１０第１項に規定する指定施設支援をいう。以下同指定施設支援に係る支援費基準
。） 、じ に要する費用の額について同条第２項第１号に規定する○○長が定める基準は

別表第○に掲げるとおりとする。

旧措置入所者（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法旧措置入所者の指定施設支援に
（ ） 。係る支援費基準 律 平成１２年法律第１１１号 附則第１２条第１項に規定する旧措置入所者をいう
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以下同じ ）に係る指定施設支援に要する費用の額について、同条第２項第１号に規。
定する○○長が定める基準は、別表第○に掲げるとおりとする。

（２）市町村長が定める利用者負担基準

主 な 事 項 規定内容（規定ぶりのイメージ）

指定居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額につい指定居宅支援に係る利用者負担
て法第１７条の４第２項第２号に規定する○○長が定める基準は、別表第○に掲げる基準
とおりとする。

基準該当居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額に基準該当居宅支援に係る利用者
ついて法第１７条の６第２項により準用する法第１７条の４第２項第２号に規定する負担基準
○○長が定める基準は、別表第○に掲げるとおりとする。

指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額につい指定施設支援に係る利用者負担
て、法第１７条の１０第２項第２号に規定する○○長が定める基準は、別表第○に掲基準
げるとおりとする。

旧措置入所者が指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担旧措置入所者の指定施設支援に
すべき額について社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法係る利用者負担基準
律附則第１２条第２項第２号に規定する○○長が定める基準は、別表第○に掲げると
おりとする。

（３）事務手続きに関する主な事項

主 な 事 項 規定内容（規定ぶりのイメージ）

身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号。以下「施行規則」とい支給申請
う ）第９条の２第１項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第９条の。
１６第１項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第○の居宅生活支援費・
施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。

１ ○○長は、法第１７条の５第２項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっ居宅支給決定
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ては、施行規則第９条の３に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取によ
り把握するものとする。

２ ○○長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うこと
が適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うもの
とする。

３ ○○長は、居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第○による居宅生活支
援費支給決定・利用者負担額決定通知書を当該居宅支給決定身体障害者（法第１７
条の５第５項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう ）に、様式第○による居。
宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該支給決定身体障害者の扶
養義務者にそれぞれ送付しなければならない。

１ ○○長は、法第１７条の１１第２項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当施設支給決定
たっては、施行規則第９条の１７に定める事項を、原則として申請者本人からの聴
取により把握するものとする。

２ ○○長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うこと
が適切であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うも
のとする。

３ ○○長は、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第○による施設訓練
等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定身体障害者（法第１７
条の１１第５項に規定する施設支給決定身体障害者をいう ）に、様式第○による。
施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該支給決定身体障害者
の扶養義務者に送付しなければならない。

○○長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したとき不支給決定通知
は、様式第○による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。

身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号。以下「施行令」という ）第受給者証記載事項変更届 。
１３条第１項及び第１５条第１項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第○
の受給者証記載事項変更届によるものとする。

施行令第１３条第３項及び第１５条第３項に規定する居住地変更の届出は、様式第転出届
○の転出届によるものとする。

施行規則第９条の８第１項及び第９条の２１第１項に規定する受給者証の再交付の受給者証の再交付申請
申請は、様式第○の受給者証再交付申請書によるものとする。



- 4 -

施行規則第９条の１１第１項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、様式特例居宅生活支援費支給申請
第○の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

○○長は、法第１７条の６第１項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を特例居宅生活支援費支給（不支
決定したときは、様式第○による特例居宅生活支援費支給（不支給）決定通知書を申給）決定通知
請者に送付しなければならない。

１ 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する契約内容の報告
基準（平成１４年厚生労働省令第７８号。以下「指定居宅支援等基準」という ）。
第９条第３項及び第４項に規定する居宅受給者証記載事項（同条第１項に規定する
居宅受給者証記載事項をいう ）に係る報告（指定居宅支援等基準第４４条におい。
て準用する場合を含む ）は、様式第○号による居宅介護契約内容（居宅受給者証。
記載事項）報告書により行うものとする。

２ 指定居宅支援等基準第５９条及び第６３条において準用する指定居宅支援等基準
第９条第３項及び第４項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、様式第○
号によるデイサービス契約内容（居宅受給者証記載事項）報告書により行うものと
する。

指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚生労働省令入退所の報告
第７９号。以下「指定施設支援基準」という ）第１３条第２項に規定する施設受給。
者証記載事項 同条第１項に規定する施設受給者証記載事項をいう に係る報告 指（ 。） （
定施設支援基準第４７条及び第５９条において準用する場合を含む ）は、様式第○。
号により報告するものとする。

○○長は、様式第○号による居宅生活支援費支給管理台帳及び様式第○号による施支援費支給管理台帳
設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

施行規則第９条の１２第１項に規定する支給量の変更の申請書は、様式第○の支給支給量の変更の申請
量変更申請書によるものとする。

施行規則第９条の１３第１項に規定する支給量の変更決定の通知は、様式第○の支支給量の変更決定の通知
給量変更決定通知書によるものとする。

施行規則第９条の１４第１項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、様式第○居宅支給決定取消の通知
の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
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施行規則第９条の２３に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第○の身体身体障害程度区分の変更の申請
障害程度区分変更申請書によるものとする。

施行規則第９条の２４第１項に規定する障害程度の区分変更の通知は、様式第○の身体障害程度区分の変更決定の
身体障害程度区分変更決定通知書によるものとする。通知

施行規則第９条の２５第１項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、様式第○施設支給決定取消の通知
の施設支給決定取消通知書によるものとする。

施行規則第１２条の２第１項に規定する国立施設への入所の要否に係る意見書の交国立施設入所に係る意見書に
付の申請は、様式第○の国立施設入所に係る意見書交付申請書によるものとする。関する事項

１ 指定居宅支援事業者は、法第１７条の５第１０項に規定する居宅生活支援費の請支援費の請求及び支払期日
求を翌月１０日までに○○長へ行うものとする。

２ 指定身体障害者更生施設等は、法第１７条の１１第１０項に規定する施設訓練等
支援費の請求を翌月１０日までに○○長へ行うものとする。

３ ○○長は、第１項の請求があった場合は、○○までに、当該サービスに係る居宅
生活支援費を支払うものとする。

４ ○○長は、第２項の請求があった場合は、○○までに、当該サービスに係る施設
訓練等支援費を支払うものとする。


